
相模湾沿岸海岸侵食対策計画の概要 

１．相模湾沿岸海岸侵食対策計画の範囲 

 

２．砂浜の評価 

【タイプＡ】侵食傾向にあり、砂浜の波消し機能が不足している海岸 

計画的な養浜を主とした侵食対策を実施し、防護上必要な砂浜を回復させ、砂浜回復

後は砂浜を維持するための養浜へと移行する。  

 

 

 

 

 

 

 

【タイプ B】安定/堆積傾向にあるが、砂浜の波消し機能が不足している海岸 

  最小限の護岸改良等を行い、海岸背後地を防護しつつ、サンドリサイクル、サンドバ

イパス等により現状の砂浜を保全（維持・管理）する。 
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【タイプ C】侵食傾向にあるがタイプ A ほど侵食が著しくなく、砂浜の波消し

機能が残されている海岸 

  今以上の侵食を防止し波消し機能を継続させるため、養浜を行い現状の砂浜を保全（維

持・管理）する。 

 

 

 

 

 

【タイプ D】安定/堆積傾向にあり、砂浜が波消し機能有している海岸 

  サンドリサイクル、サンドバイパス等により現状の砂浜を保全（維持・管理）する。 

 

 

 

 

 

３．各海岸における侵食対策の基本方針 
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（不足） 

サンドリサイクル等 

による砂浜の保全 
・茅ヶ崎海岸（中海岸地区） 

・藤沢海岸(辻堂地区) 

・平塚海岸(平塚地区) 

・大磯海岸(大磯地区（東）) 

・小田原海岸(東町地区) 

・横須賀海岸(秋谷地区) 

・葉山海岸(一色下山口地区) 

・鎌倉・藤沢海岸(腰越・片瀬東浜地区) 

・三浦海岸(三浦地区) 

維持的な養浜による

侵食防止 

・茅ヶ崎海岸(柳島地区) 

・藤沢海岸(片瀬西浜地区) 

・三浦海岸(初声地区) 

・逗子海岸(逗子地区) 

・湯河原海岸(吉浜地区) 

既設護岸の改良と 

サンドリサイクル等に

よる砂浜の保全 

・小田原海岸（小八幡地区） 

・横須賀三浦海岸(長井初声地区) 

・葉山海岸(堀内地区) 

・鎌倉海岸(由比ガ浜地区) 

計画的な養浜を主と

した砂浜の回復 

・茅ヶ崎海岸(菱沼海岸地区) 

・小田原海岸(国府津地区、前川地区) 

・二宮海岸(二宮地区) 

・大磯海岸（大磯地区（西）) 

・鎌倉海岸(七里ガ浜地区) 

波 

（侵食） 



４．施策の実施手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画）

Check（点検）

Do（実施）
Action

（再検討・修正）

必要に応じて
　　　修正

侵食対策計画策定侵食対策計画策定

対策の実施対策の実施

PDCAサイクル

養浜実施計画の立案 

漂砂シミュレーションを実施し、適切な量、質などの具体な養浜実施

計画を立案 

養浜実施計画の策定 

本協議会において養浜実施計画を協議 ⇒ 養浜実施計画の策定 

工事の実施 

養浜実施計画に基づき工事を実施 

モニタリング等の実施 

養浜工事実施後の砂浜の回復状況、周辺環境への影響などの調査を実施 
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５．養浜計画 

【侵食対策の計画浜幅】 

鎌倉海岸 計画浜幅 

七里ガ浜地区 20～30m 

 

【侵食対策計画】 

砂浜を回復するために必要な養浜の計画量は以下の通りとする。 

鎌倉海岸 侵食対策計画 

七里ガ浜地区 稲村ガ崎西側に養浜（5,000～10,000m3/年）を行い、砂浜を回復します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【侵食対策（養浜 10,000m3/年）の有無による浜幅の変化予測結果（10年後）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画養浜 
5,000～ 

10,000m3/年 

※ 浜幅：護岸の法肩等から汀線までの距離 

計画養浜 
5,000～ 

10,000m3/年 

最大で 20m程度前進 


